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鎌倉市景観計画（抜粋） 
（１４）住商複合地区域  
３）景観形成基準 
②景観形成基準 

アンダーライン：重点テーマに沿った、特に重要な基準 
基本基準 個別基準 
周辺の景観の特徴をつかむ。 □行為を行う地域、立地する場所の景観的特性、景観資源をよく調べ、これらを十分に活かした計画とする。特に次の各点に留意する。 

 ●それぞれの商店街が持つ固有の歴史・地域性などの文脈を継承した店構え、意匠、軒線等 
 ●建築物の背景に見え隠れする山並みとの調和 
 ●低層部・敷き際のデザインとまち並みの連続性の確保 
 ●道路の幅員とバランスの取れた建築物の高さ・配置（建築物高さ＝Ｈ・道路幅員＝Ｄとした場合、Ｄ／Ｈ＝１程度） 
 ●柏尾川や滑川、神戸川、小袋谷川の水辺の落ち着いた表情づくりを意識した建築デザイン等 
□通りや周辺からの望見性や景観資源との隣接等を意識し、特に次の各点に留意した計画とする。 
 ●眺望点からの見え方に配慮したボリューム、配置、色彩等 
 ●通り景観を損なう恐れのある意匠や要素（設備類、誘目性の高い意匠等）の修景等 
 ●建築物や工作物の人工的な印象を和らげ、うるおいを創出する施設と一体的に計画された敷地内緑化、壁面緑化、屋上緑化等 
 ●景観資源を引き立たせるための隣接する部分の緑化やセットバック、同時に視認される場合の意匠の調和や設備類の修景等 

周辺景観になじむ形態意匠

とする。 
□敷地利用及び敷き際のしつらえは、まち並みの連続性を確保するため、以下に適合するものとする。 
 ●通りに面する敷き際には、極力柵や塀は設置しない。また、駐車場の出入り口は設けないものとする。やむを得ず設ける場合は、出入り口を１箇所に集約化し、まち並

の連続性を確保する。 
 ●駐車場・駐輪場は可能な限り通りから見えない位置に配置する。やむを得ず通りから望見できる位置に配置する場合、平面駐車場・駐輪場は、緑化等（周囲や舗装面）

により修景する。立体駐車場（機械式を含む）は、周辺の建築物と調和した意匠とするか、周囲の緑化等により修景する。 
 ●擁壁の仕上げは、自然石若しくはこれに類するものとし、高さは極力抑える。 
□建築物は、周辺のまち並みと調和し、以下に適合するものとする。 
 ●規模・形態は、中層以下とする。 
 ●周辺から見て際だって大規模な壁面や無表情な壁面の連続とならないよう、壁面意匠に変化をつけて分節化する。 
□建築物・工作物の素材・色彩は、通りやまち並み景観と調和したものとし、かつ以下に適合したものとする。但し、素材色などで、まち並みと不調和にならないと認めら

るものはこの限りではない。 
 ●素材は美しい経年変化やメンテナンスを考慮し、また、光沢のある素材、反射性のある素材の使用など周囲から突出するような素材の使用を避ける。 
 ●基調色は、色相がＲ，ＹＲ，Ｙの場合は彩度６以下、その他の色相は彩度３以下とする。 
 ●建築物の屋根の基調色は明度６以下とする。 
 ●工作物は、設置する位置に応じて、建築物と調和した色彩とする。 
□ペントハウスや屋外階段、設備、工作物等は、周辺景観との調和を図るため、以下に適合したものとする。 
 ●建築物の屋上部にはペントハウスや設備類を設置しないこととするが、やむを得ない場合は、目立たない位置に配置し、周囲に遮蔽・修景を施す。 
 ●屋外階段、設備、工作物等は、通りから目立たない配置、建築物と一体的な意匠、又は緑化等による修景を行う。 

周辺景観の向上に役立つよ

う要素のデザインを工夫す

る。 

□建築物や工作物の素材は、地域の伝統や歴史性を意識し、自然素材や伝統素材、これらに類するものの使用に努める。 
□低層部の後退に努め、全面道路との一体的な舗装等により、ゆとりとうるおいが感じられる魅力的な空間を創出する。 
□低層部はショーウィンドーの設置等により賑わいを演出する。 
□良好なビスタを確保するため、中層部には誘目性の高い意匠を設けない。 
□軒やスカイライン、誘目性のある意匠の設置位置、大きさ、デザインなどのゆるやかな強調により、商店街毎のまとまりとともに通りのビスタの魅力を高める。 
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歩行者デッキ設置(柏尾川横断部)における景観重要河川の許可の基準等について 
 
◎ 柏尾川を横断する歩行者デッキの柏尾川の占用許可については、柏尾川が鎌倉市景観計画の景観重要公共施設(柏尾川ベルト)の指定となっていることから、占用許可等の基準に適合することが必要です。 
 
鎌倉市景観計画 景観重要公共施設別の整備方針及び占用許可基準等 抜粋 
 
（４） 柏尾川ベルト 
 ①景観重要公共施設の名称 
  柏尾川  
 ②景観重要公共施設の整備に関する方針 
 （ⅰ）良好な都市景観の形成のための施設整備に関する方針（法第８条第２項第５号ロ） 

「水を活かした魅力的な市街地景観の形成」 
  

鎌倉を代表する河川であるとともに、大船と深沢の 2 つの拠点を結ぶベルトとして、魅力的な都市景観の形成が求められる柏尾川沿岸では、「水を活かした魅力的な市街地景観の形成」を景観形成

のテーマとし、公共施設の整備にあたっては次に掲げる事項に積極的に取り組むとともに土地利用類型別景観形成の方針・基準（特定地区内では、特定地区における景観形成の方針・基準も含む）へ

の適合に配慮します。 
 

方針 1 : 水を活かした魅力的な空間創出 
   施設整備にあたっては、沿岸の緑化やスポット的な親水空間の創出を図るなど景観軸として河川を活かした魅力ある空間創出をすすめます。 

● フェンス等の工作物設置にあたっては彩度 6 を超える色彩を使用しない。 
● 素材は美しい経年変化やメンテナンスを考慮し、また光沢のある素材、反射性のある素材の使用など、周囲から突出するような素材の使用を避ける。 

※ 標識の表示面等、法令で定めのあるもの、安全上止むを得ない場合を除く。 
   ● 河川沿いのビスタや斜面緑地への眺望の保全 
方針 2 : 公共施設等と一体的な都市景観の形成 
   施設整備にあたっては、隣接する公共施設等と一体的な都市景観の形成に取り組み、周辺市街地の環境向上をめざします。 
方針 3 : 車窓景観に配慮した都市景観の形成 
   施設整備にあたっては、丘陵の緑を背景に、魅力的な河川景観が連続するよう JR 東海道本線や湘南モノレールからの車窓景観を大切にします。 
   ●沿岸緑化の推進 

●沿岸住民等との協働による適正な維持管理 
 

（ⅱ）良好な都市景観の形成のための施設別占用許可基準等 
   【景観重要公共施設の占用の考え方】 
     景観重要公共施設の占用許可にあたり、工作物等を設置する場合は、周辺のまち並みと調和するよう土地利用類型別景観形成の方針・基準（特定地区内では、特定地区における景観形成の方針・

基準も含む）への適合に配慮します。 
 
   【景観重要公共施設の占用許可等の基準】 
     占用許可等の基準を以下に定めます。なお、景観計画が策定された際、既に存する工作物等、又は地中に埋設するもの等で周辺の景観形成に影響のない工作物等はこの限りではありません。 

 
● 景観重要河川における河川法第 24 条又は第 26 条第 1 項の許可の基準 

・工作物の形態意匠は、周辺の自然環境との調和や眺望点からの眺望に配慮し、彩度 6 を超える色彩を使用しないものとする。 




